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地震防災基本計画新旧対照表

新 旧

前 文 前 文
東海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、大 東海地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、大

規模地震対策特別措置法（以下「法」という。）第３条の規定に基づき地 規模地震対策特別措置法（以下「法」という。）第３条の規定に基づき地
震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）が指定されている。強 震防災対策強化地域（以下「強化地域」という。）が指定されている。強
化地域においては、警戒宣言が発せられてから発災するまでの間における 化地域においては、警戒宣言が発せられてから発災するまでの間における
対処のために、地震防災応急対策を実施することとなっている。 対処のために、地震防災応急対策を実施することとなっている。

この地震防災基本計画は、法第５条の規定に基づき、警戒宣言が発せら この地震防災基本計画は、法第５条の規定に基づき、警戒宣言が発せら
れた場合の国の地震防災に関する基本的方針や、指定行政機関、地方公共 れた場合の国の地震防災に関する基本的方針や、指定行政機関、地方公共
団体などが定める地震防災強化計画及び特定の民間事業者等が定める地震 団体などが定める地震防災強化計画及び特定の民間事業者等が定める地震
防災応急計画の基本となるべき事項等を定め、当該地域における地震防災 防災応急計画の基本となるべき事項等を定め、当該地域における地震防災
体制の推進を図ることを目的とするものである。 体制の推進を図ることを目的とするものである。

この目的を達成するため、防災関係機関、地域住民等は、この計画を基 この目的を達成するため、防災関係機関、地域住民等は、この計画を基
本として定められる諸計画に基づき、警戒宣言が発せられた場合に一体と 本として定められる諸計画に基づき、警戒宣言が発せられた場合に一体と
なって一斉に迅速かつ的確な地震防災応急対策をとらなければならない。 なって一斉に迅速かつ的確な地震防災応急対策をとらなければならない。

東海地震についてより的確な対策を講じるため、法制定後２０数年間の
観測データや科学的知見の蓄積を踏まえ、中央防災会議において東海地震
の地震像を再検討し、新たな想定震源域による震度分布等の検討を行った
。その結果を踏まえ、平成１４年４月に強化地域の見直しを行い、従来の
６県１６７市町村から８都県２６３市町村へ大幅に拡大された。この強化
地域の拡大や社会経済情勢の変化等を踏まえ、予防、応急、復旧のそれぞ 震災対策は、災害対策基本法による防災基本計画等に基づき、予防、応
れの段階における諸施策を総合的に講じるため、これらの対策の進め方を 急、復旧のそれぞれの段階における諸施策を総合的に講じるべきものであ
具体的に定めた「東海地震対策大綱」を平成１５年５月に中央防災会議決 るが、この地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合の地震防災応
定した。この地震防災基本計画は、警戒宣言が発せられた場合の地震防災 急対策の基本的事項等を対象とするものであり、防災都市づくりのために
応急対策の基本的事項等を対象とするものであり、防災都市づくりのため 必要な施設等の恒久対策のすべてには及ばない性格のものであるが、強化
に必要な施設等の恒久対策のすべてには及ばない性格のものであるが、強 地域においては、地域社会の地震に対する安全性を強化するためたゆまず
化地域内及びその周辺部においては、同大綱及び防災基本計画等に基づき 努力する必要がある。特に、地域の総合的な防災性の向上を図るために長
、地域社会の地震に対する安全性を強化するためたゆまず努力する必要が 期的な観点から公共施設、建築物、産業施設等の耐震化を図ること及び出
ある。特に、地域の総合的な防災性の向上を図るために長期的な観点から 火防止施設、落下危険物防止施設等の整備を図ることについて十分配慮し
住宅、公共施設、産業施設等の耐震化を図ること及び津波対策、出火防止 なければならない。
施設、落下危険物防止施設等の整備を図ることについて十分配慮しなけれ
ばならない。
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なお、この地震防災基本計画並びにこれを基本として定められる地震防 なお、この地震防災基本計画並びにこれを基本として定められる地震防
災強化計画及び地震防災応急計画は、社会環境の変化、施設整備の強化等 災強化計画及び地震防災応急計画は、社会環境の変化、施設整備の強化等
に応じ絶えず見直しを行い、実態に即したものとしておかなければならな に応じ絶えず見直しを行い、実態に即したものとしておかなければならな
い。 い。

第１章 警戒宣言が発せられた場合における 第１章 警戒宣言が発せられた場合における
地震防災に関する基本的方針 地震防災に関する基本的方針

１ 正確かつ迅速な情報の周知 １ 正確かつ迅速な情報の周知
警戒宣言が発せられた場合の民心の安定を図り、混乱の発生を防止する 警戒宣言が発せられた場合の民心の安定を図り、混乱の発生を防止する

ためには、警戒宣言、気象庁が発表する東海地震に関連する情報の内容等 ためには、警戒宣言、地震予知情報及び判定会招集連絡報の内容等を正確
を正確かつ迅速に防災関係機関等及び地域住民等に周知させる必要がある かつ迅速に防災関係機関等及び地域住民等に周知させる必要がある。
。 （略） （略）
２ 防災関係機関等の相互連携 ２ 防災関係機関等の相互連携

地震防災応急対策の実施に当たり、指定行政機関の長、指定地方行政機 地震防災応急対策の実施に当たり、指定行政機関の長、指定地方行政機
関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公 関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公
共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により当該対策 共機関、地震防災応急計画を作成した者その他法令の規定により当該対策
の実施の責任を有する者は、相互に情報共有を図るとともに、密接な連携 の実施の責任を有する者は、相互に密接な連携をとりながら、全力をあげ
をとりながら、全力をあげて実態に即応した効果的な措置を講ずることに て実態に即応した効果的な措置を講ずることに努めるものとする。
努めるものとする。

強化地域内外の地方公共団体は、災害応援協定に基づいた応援を東海地 強化地域内外の地方公共団体は、災害応援協定に基づいた応援を東海地
震の発生後に 円滑に行うことなどのために、警戒宣言が発せられた場合 震の発生後に 円滑に行うことなどのために、警戒宣言が発せられた場合
及び警戒宣言前における必要な対応を相互にとるものとする。 （略） に必要な対応を相互にとるものとする。 （略）
３ 警戒宣言前に東海地震に関する情報が出された場合の対応の基本方針

東海地震に関する情報が出された場合は、防災関係機関は、その情報内
容に応じ必要な対応をとるものとする。東海地震注意情報が出された場合
には、この情報が、東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められた
場合に発表される情報であることに鑑み、防災関係機関は必要な職員の参
集や連絡体制の確保を行う。政府においては、東海地震注意情報を踏まえ
て準備行動を開始する決定がなされた場合には、社会的混乱防止のための
措置を講じるとともに、必要な準備行動をとるものとする。

なお、これらの準備行動の実施に当たっては、経済的影響等についても
配慮するものとする。
４ 地震防災応急対策の実施の基本方針 （略） ３ 地震防災応急対策の実施の基本方針 （略）

なお、これらの実施に当たっては、地域住民の日常生活への影響や強化 なお、これらの実施に当たっては、地域住民の日常生活への影響や強化
地域内外の経済的影響についても配慮するものとする。また、強化地域の 地域内外の経済的影響についても配慮するものとする。また、強化地域の
周辺地域においては、予想される地震や津波による被害の程度を配慮した 周辺地域においては、予想される地震被害の程度を配慮した適切な対応に
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適切な対応に努めるものとする。 努めるものとする。
５ 地震災害警戒本部の的確な運営 ４ 地震災害警戒本部の的確な運営

( ) 東海地震予知情報に基づき警戒宣言が発せられた場合には、法に基 ( ) 警戒宣言が発せられた場合には、法に基づき、地震災害警戒本部を1 1
づき、地震災害警戒本部を迅速に設置し、的確かつ円滑にこれを運営 迅速に設置し、的確かつ円滑にこれを運営するものとする。このため
するものとする。このため、地震災害警戒本部の設置及び運営に関す 、地震災害警戒本部の設置及び運営に関する事項について具体的な要
る事項について具体的な要領を定めるものとする。 領を定めるものとする。

( ) 地震災害警戒本部及び防災関係機関は、それぞれが有する機能を十 ( ) 地震災害警戒本部及び防災関係機関は、それぞれが有する機能を十2 2
分に発揮するため、現地に職員を派遣するなどにより地震防災応急対 分に発揮するため、現地に職員を派遣するなどにより地震防災応急対
策等の実施状況に関する情報を収集し、かつ共有するものとする。ま 策等の実施状況に関する情報を収集し、かつ共有するものとする。
た、現地における地震防災応急対策等の的確な実施のため、必要に応
じ、現地本部の設置を行う。

( ) （略） ( ) （略）3 3
( ) （略） ( ) (略）4 4

６ 地域住民との一体的対応 ５ 地域住民との一体的対応
警戒宣言が発せられた場合に最も重要なことは、防災関係機関の職員と 警戒宣言が発せられた場合に最も重要なことは、防災関係機関の職員と

地域住民等とが冷静にかつ一体的に行動することである。 地域住民等とが冷静にかつ一体的に行動することである。
このため、防災関係機関は、日頃から地域住民の協力を得て、災害対策 このため、防災関係機関は、日頃から地域住民の協力を得て、災害対策

基本法第５条第２項に規定する自主防災組織（以下、単に「自主防災組織 基本法第５条第２項に規定する自主防災組織（以下、単に「自主防災組織
」という。）の育成強化を図るとともに、訓練、教育、広報を通じて地域 」という。）の育成強化を図るとともに、訓練、教育、広報を通じて地域
住民との連携を密にし、不断に地震災害に対処する体制の整備に努めるも 住民との連携を密にし、不断に地震災害に対処する体制の整備に努めるも
のとする。防災関係機関と地域住民との連携による地震防災体制の構築に のとする。防災関係機関と地域住民との連携による地震防災体制の構築に
当たっては、特に、老人、子供、病人等災害時要援護者への配慮に努める 当たっては、特に、老人、子供、病人等災害弱者への配慮に努めるものと
ものとする。 する。
７ 東海地震応急対策活動要領等に基づく広域的応急対策の実施

防災関係機関の警戒宣言前からの準備行動、警戒宣言時の地震防災応急
対策に係る広域活動にあたっては、別に定める東海地震応急対策活動要領
及び関係機関の防災計画に基づき実施するものとする。

第２章 地震防災強化計画の基本となるべき事項 第２章 地震防災強化計画の基本となるべき事項
第１節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項 第１節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項
１ 地震予知情報等の伝達等 １ 地震予知情報等の伝達等

( ) 警戒体制をとるべき旨の公示、地震防災応急対策に係る措置をとる ( ) 警戒体制をとるべき旨の公示、地震防災応急対策に係る措置をとる1 1
べき旨の通知、東海地震予知情報、東海地震注意情報及び東海地震観 べき旨の通知、地震予知情報及び判定会招集連絡報の内容その他これ
測情報の内容その他これらに関連する情報（以下「地震予知情報等」 らに関連する情報（以下「地震予知情報等」という。）については、
という。）については、各計画主体の機関相互間及び機関内部におい 各計画主体の機関相互間及び機関内部において、確実に情報が伝達さ
て、確実に情報が伝達されるようその経路及び方法を具体的に明示す れるようその経路及び方法を具体的に明示するものとする。
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るものとする。
この場合において、勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じ、 この場合において、勤務時間内及び勤務時間外等の時間帯に応じ、

伝達が確実に行われるよう定めるものとする。 伝達が確実に行われるよう定めるほか、必要な代替伝達方法等を定め
るものとする。

( )～( ) （略） ( )～( ) （略）2 4 2 4
２ 警戒宣言前の情報に基づく防災対応 ( ) 防災関係機関は、気象庁が判定会招集連絡報を発表した場合、警戒5

( ) 防災関係機関は、気象庁が東海地震注意情報を発表した場合、担当 宣言時に実施する地震防災応急対策を混乱を避けながら円滑に講じる1
職員の緊急参集等を行うとともに、相互に連携して迅速かつ的確な情 ため、担当職員の緊急参集等地震防災応急対策の準備的な対応を講じ
報収集を実施し、これらの情報の共有を図る。 るものとする。

( ) 気象庁が東海地震注意情報を発表し、政府が警戒宣言時に実施する この場合、判定会招集連絡報は、気象庁が強化地域に係る大規模な2
地震防災応急対策を混乱を避けながら円滑に講じるための準備行動等 地震発生のおそれの有無について検討に入った旨を伝える情報である
を行う必要があると認める場合、政府は、準備行動等を行う旨を公表 ことに留意するものとする。
する。 ( ) 防災関係機関は、気象庁が東海地域の地震・地殻活動に関する情報6
このとき、内閣官房は官邸対策室を設置するなど、関係機関は、自 を発表した場合、当該情報が判定会招集連絡報とは異なり、東海地域

らの又は他機関と連携をとった準備行動の実施体制（以下、「準備体 の観測データの変化やその評価を伝える情報であることから、平常時
制」という。）をとる。 の活動を継続しつつ、解説情報と観測情報との区分に応じて必要な対
準備体制において、関係機関は、緊急時に備え、救助部隊、救急部 応をとるものとする。

隊、消火部隊、医療関係者等の派遣準備、物資の点検、必要に応じた
児童・生徒の帰宅等の安全確保対策等ある程度の時間を要する準備行
動をとるものとする。
さらに、社会的混乱防止のため、報道機関の協力も得て、地域住民

等に対し、東海地震注意情報の内容とその意味について分かりやすく
周知するとともに、旅行自粛等適切な行動を呼び掛ける。また、防災
関係機関の準備体制の内容について適切に情報提供を行う。
この場合、東海地震注意情報は、地殻変動の変化により東海地震の

前兆現象の可能性が高まったと認められる情報であることに十分留意
するものとする。

( ) 気象庁が東海地震注意情報の解除に係る情報を発表し、政府が東海3
地震の発生のおそれがなくなったと認める場合は、準備体制の解除を
発表し、防災関係機関は準備行動を終了するものとする。

( ) 防災関係機関は、気象庁が発表する東海地震観測情報は、東海地域4
の観測データの変化やその評価を伝える情報であることから、平常時
の活動を継続しつつ、情報の内容に応じて連絡用職員の確保など必要
な対応をとるものとする。

３ 地方公共団体の地震災害警戒本部等の設置及び要員参集体制 (略) ２ 地方公共団体の地震災害警戒本部等の設置及び要員参集体制 (略)
４ 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制 （略） ３ 地震防災応急対策の実施要員の確保及び他機関との協力体制 （略）
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５ 発災後に備えた資機材、人員等の配備手配 ４ 発災後に備えた資機材、人員等の配備手配
( )、( ) （略） ( )、( ) （略）1 2 1 2
( ) 以上の計画内容を定めるに当たっては、各計画主体相互間に対象と ( ) 以上の計画内容を定めるに当たっては、各計画主体相互間に対象と3 3

する物資、調達手段等の競合を生じないよう十分留意するとともに、 する物資、調達手段等の競合を生じないよう十分留意するとともに、
相互の連携協力体制についてあらかじめ計画を策定するなど十分調整 相互の連携協力体制について十分調整するものとする。
するものとする。

６ 警戒宣言時の広報 （略） ５ 警戒宣言時の広報 （略）
７ 警戒宣言後の地震防災応急対策の実施状況等に関する情報の収集・伝 ６ 警戒宣言後の地震防災応急対策の実施状況等に関する情報の収集・伝

達等 （略） 達等 （略）
８ 避難対策等 ７ 避難対策等

( ) 避難対象地区内の居住者等の避難行動等 ( ) 避難対象地区内の居住者等の避難行動等1 1
①～③ （略） ①～③ （略）
④ 地方公共団体及び自主防災組織は、警戒宣言が発せられた場合に ④ 地方公共団体及び自主防災組織は、警戒宣言が発せられた場合に
おいて、老人、子供、病人等災害時要援護者の避難について必要な おいて、老人、子供、病人等災害弱者の避難について必要な支援を
支援を行うものとする。また、地方公共団体は、外国人、出張者及 行うものとする。また、地方公共団体は、外国人、出張者及び旅行
び旅行者等については、関係事業者と連携しつつ、避難誘導等適切 者等については、関係事業者と連携しつつ､避難誘導等適切な対応
な対応を実施するものとする。 を実施するものとする。

⑤ 避難対象地区の居住者等が避難地まで避難するための方法につい ⑤ 避難対象地区の居住者等が避難地まで避難するための方法につい
ては、徒歩によるものとする。 ては、徒歩によるものとする。

ただし、地方公共団体は、山間地及び半島部で避難地までの距離 ただし、地方公共団体は、山間地で避難地までの距離が遠く、徒
が遠く、徒歩による避難が著しく困難な避難対象地区の居住者等に 歩による避難が著しく困難な避難対象地区の居住者等については、
ついては、地域ごとの実情に応じて、必要最小限の車両の活用を地 地域ごとの実情に応じて車両の活用の適否を検討するなど、避難行
域内で検討するなど、避難行動の実効性を確保するよう努めるもの 動の実効性を確保するよう努めるものとする。
とする。

⑥、⑦ （略） ⑥、⑦ （略）
( ) 避難生活の維持・運営 ( ) 避難生活の維持・運営2 2

①～③ （略） ①～③ （略）
④ 避難地で運営する避難生活については、原則として屋外によるも ④ 避難地で運営する避難生活については、原則として屋外によるも
のとする。 のとする。

ただし、老人、子供、病人等災害時要援護者の保護のため、安全 ただし、老人、子供、病人等災害弱者の保護のため、安全性を勘
性を勘案のうえ、必要に応じて屋内における避難生活を運営するこ 案のうえ、必要に応じて屋内における避難生活を運営することがで
とができるものとし、国及び地方公共団体は、そのための指針を定 きるものとし、国及び地方公共団体は、そのための指針を定めるも
めるものとする。 のとする。

⑤ （略） ⑤ （略）
⑥ 国は、地方公共団体等が帰宅困難者、滞留旅客又は避難対象地区 ⑥ 国は、地方公共団体等が滞留旅客又は避難対象地区の居住者等の
の居住者等のために避難所を設置するなどした場合には、これらの ために避難所を設置するなどした場合には、これらの者の避難生活
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者の避難生活の状況に応じて、災害救助法等に基づき、必要な支援 の状況に応じて、災害救助法を適用するなどして、必要な支援を実
を実施するものとする。 施するものとする。

( ) 避難対象地区以外の居住者等の対応 ( ) 避難対象地区以外の居住者等の対応3 3
① 警戒宣言が発せられた場合、避難対象地区以外の居住者等は、耐 ① 警戒宣言が発せられた場合、避難対象地区以外の居住者等は、耐
震性が確保された自宅での待機等安全な場所で行動するものとする 震性が確保された自宅での待機等安全な場所で行動するものとする
。また、このため、あらかじめ自宅の耐震点検等を行い、耐震性を 。
十分把握しておくものとする。

② 国及び地方公共団体は、避難対象地区以外の居住者等については ② 国及び地方公共団体は、避難対象地区以外の居住者等については
、警戒宣言が発せられた場合において各自で食料等生活必需品を確 、警戒宣言が発せられた場合において各自で食料等生活必需品を確
保するよう、平常時からこれについて周知徹底する。また、食料等 保するよう、平常時からこれについて周知徹底するとともに、食料
生活必需品などを販売するコンビニエンスストア等小売店舗の営業 等生活必需品などを販売する小規模小売店の営業の確保に努めるも
の確保に必要な物資輸送のため、車両の確保等必要な対策を講じる のとする。
ものとする。

９ 消防、水防等対策 （略） ８ 消防、水防等対策 （略）
１０ 警備対策 （略） ９ 警備対策 （略）
１１ 飲料水、電気、ガス、通信、放送関係 １０ 飲料水、電気、通信、放送関係

( )～( ) （略） ( )～( ) （略）1 2 1 2
( ) ガス3

① ガスについては、警戒宣言が発せされた場合においても、その供
給の継続を確保する。

② ガス発生設備、ガスホルダーその他の設備について、安全確保の
ための所要の事項を明示するとともに、特に発災時に緊急に供給を
停止する等の措置を講ずる必要がある場合には、これを実施すべき
こと及びその実施体制を明示するものとする。

また、発災時における需要者側のガス栓の閉止等必要な措置につ
いての広報の実施体制を明示するものとする。

③ 発災後に備えて、応急復旧に必要な資機材、要員の確保等を内容
とする計画を明示するものとする。

( ) 通信 ( ) 通信4 3
① （略） ① （略）
② 発災後に備えて移動無線機等災害対策機器の事前配備、電源の確 ② 発災後に備えて移動無線機等災害対策機器の事前配備、電源の確
保、状況に応じた安否確認に必要な措置等を内容とする計画を明示 保等を内容とする計画を明示するものとする。
するものとする。また、必要に応じて、これらの措置を警戒宣言前
からも行うものとする。

( ) 放送 （略） ( ) 放送 （略）5 4
１２ 金融対策 １１ 金融対策
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( ) （略） ( ) （略）1 1
( ) 警戒宣言時及び発災後の預貯金の払い戻し、平常時間外営業等並び ( ) 警戒宣言時及び発災後の預貯金の払い戻し、平常時間外営業等並び2 2

に発災後の災害関係融資、手形交換又は不渡処分、保険金の支払い及 に発災後の災害関係融資、手形交換又は不渡処分、保険金の支払い及
び保険料の払い込み猶予等金融機関がとるべき措置についての指導方 び保険料の払い込み猶予等金融機関がとるべき措置についての指導方
針等を明示するものとする。この場合、強化地域内の居住者等の日常 針等を明示するものとする。この場合、強化地域内の居住者等の日常
生活に極力支障をきたさないよう、必要な範囲内で、警戒宣言時にお 生活に極力支障をきたさないよう、必要な範囲内で、キャッシュサー
けるキャッシュサービス等金融機関に係る営業を継続するよう努める ビス等金融機関に係る営業を継続するよう努めるものとする。
ものとし、営業を継続する店舗等を広く周知し、混乱防止に努める。

( ) （略） ( ) （略）3 3
１３ 生活必需品の確保等 （略） １２ 生活必需品の確保等 （略）
１４ 交通対策 １３ 交通対策

( ) 道路 ( ) 道路1 1
① （略） ① (略）
② 警戒宣言前の段階から、警戒宣言時の交通規制等の情報について
あらかじめ情報提供するとともに、不要不急の旅行等を控えるよう
要請を行うものとする。

③ 警戒宣言が発せられた場合の交通対策については、次の方針で対 ② 警戒宣言が発せられた場合の交通対策については、次の方針で対
処するものとする。（略） 処するものとする。（略）

④ 都県公安委員会は、避難路及び緊急輸送路について交通規制の内 ③ 県公安委員会は、避難路及び緊急輸送路について交通規制の内容
容を定め、計画に明示するとともに、事前の周知措置を講ずるもの を定め、計画に明示するとともに、事前の周知措置を講ずるものと
とする。 する。

なお、隣接する都県の公安委員会との連絡を密にし、交通規制の なお、隣接する都県の公安委員会との連絡を密にし、交通規制の
整合性を広域的に確保するものとする。 整合性を広域的に確保するものとする。

⑤ 緊急車両であることの確認の具体的な手続きは、これを明示する ④ 緊急車両であることの確認の具体的な手続きは、これを明示する
ものとする。 ものとする。

( ) 海上及び航空 ( ) 海上及び飛行場2 2
①、② （略） ①、② （略）
③ 強化地域内の飛行場については、緊急輸送等の機能を除き、速や ③ 強化地域内の飛行場については、緊急輸送等の機能を除き、速や
かに閉鎖することを明示するものとする。また、運航者に対し、必 かに閉鎖することを明示するものとする。 (略)
要な航空情報の提供等を行うことを明示するものとする。 (略)

( ) 鉄道 ( ) 鉄道3 3
警戒宣言前の段階から、警戒宣言時の運行規制等の情報についてあ

らかじめ情報提供するとともに、不要不急の旅行や出張等を控えるよ
う要請する。
警戒宣言までは、需要に応えるため極力運行を継続する。
警戒宣言が発せられた場合に、強化地域内へ進入する予定の列車に 警戒宣言が発せられた場合に、強化地域内へ進入する予定の列車に
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対しては進入を禁止し、同地域内を運行中の列車は最寄りの安全な駅 対しては進入を制限するとともに、強化地域内を運行中の列車に対し
その他の場所まで安全な速度で運転して停車、待機すること等の措置 ては原則として最寄りの安全な駅その他の場所まで安全な速度で運転
を明示するものとする。ただし、震度６弱未満かつ津波等の被害のお して停車、待機すること等の措置を明示するものとする。
それがない地域における対応については、安全に運行可能か判断した ( ) 滞留旅客等に対する措置4
上でその対応を明示するものとする。 市町村以外の計画主体で、避難誘導及び保護を実施すべき機関におい

ては、規制等の結果生じる滞留旅客等に対する具体的な避難誘導、保護
並びに食料等のあっせん、市町村が滞留旅客等の保護等のために実施す
る活動との連携体制等の措置を明示するものとする。

１５ 緊急輸送対策 １４ 緊急輸送対策
( ) (略) ( ) （略）1 1
( ) 地方公共団体は、緊急輸送の実施を予定している者、道路の管理者 ( ) 地方公共団体は、緊急輸送の実施を予定している者、道路の管理者2 2

等と協議の上、緊急輸送ネットワークを明示するとともに、関係機関 等と協議の上、緊急輸送ネットワークを明示するとともに、関係機関
等に対する周知徹底に努めるものとする。 等に対する周知徹底に努めるものとする。
この場合において、緊急輸送ネットワークの確保に当たっては、道 この場合において、緊急輸送ネットワークの整備に当たっては、道

路及びその沿道の危険度に留意するとともに、都県公安委員会の指定 路及びその沿道の危険度に留意するとともに、県公安委員会の指定す
する緊急交通路、他の輸送手段との関係その他広域的輸送網を考慮す る緊急交通路、他の輸送手段との関係その他広域的輸送網を考慮する
るものとする。また、発災後の迅速な応急活動に不可欠なヘリポート ものとする。
及び航空機、燃料等の確保を速やかに行うとともに、あらかじめ取り
決めた安全確保要領等に基づき、航空機による活動を的確かつ安全に
実施する。

( ) ( )の計画主体ごとに、発災後の緊急輸送に備えて、確保すべき車 ( ) ( )の計画主体ごとに、発災後の緊急輸送に備えて、確保すべき車3 1 3 1
両、航空機、船舶等の数及び確保先との連絡その他警戒宣言時に実施 両、航空機等の数及び確保先との連絡その他警戒宣言時に実施すべき
すべき準備行動の内容を明示するものとする。 準備行動の内容を明示するものとする。

( ) （略） ( ) （略）4 4
( ) 警戒宣言後の緊急輸送の実施の具体的調整は、地震災害警戒本部 ( ) 警戒宣言後の緊急輸送の実施の具体的調整は、地震災害警戒本部5 5

、都道府県地震災害警戒本部及び市町村地震災害警戒本部が行うもの 及び地方地震災害警戒本部が行うものとする。
とし、現地本部が設置された場合は、現地本部において行うものとす
る。

１６ 他機関等に対する応援要請 （略） １５ 他機関等に対する応援要請 （略）
１７ 自衛隊の地震防災派遣等 １６ 自衛隊の地震防災派遣等

( ) 地震災害警戒本部長が法に基づいて派遣要請をした場合の当該要 ( ) 地震災害警戒本部長が法に基づいて派遣要請をした場合の当該要1 1
請内容を的確かつ迅速に実施するため、各計画主体と防衛庁（自衛隊 請内容を的確かつ迅速に実施するため、各計画主体と防衛庁（自衛隊
法第８条に規定する部隊等（以下、「部隊等」という。）を含む。） 法第８条に規定する部隊等（以下、「部隊等」という。）を含む。）
との間で、必要に応じて派遣要請の具体的内容について調整するもの との間で、必要に応じて派遣要請の具体的内容について調整するもの
とする。 とする。
このため、関係する計画主体は、避難のために必要な情報の伝達、 このため、関係する計画主体は、避難のために必要な情報の伝達、
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情報の収集、人員及び物資の緊急輸送等に対する体制など、法に基づ 情報の収集、人員及び物資の緊急輸送等に対する体制など、法に基づ
く地震防災派遣の具体的内容、部隊等との連絡及び調整方法等を明示 く地震防災派遣の具体的内容、部隊等との連絡及び調整方法等を明示
するものとする。 するものとする。
この計画は、１６の計画と整合性がとれたものとする必要がある。 この計画は、１５の計画と整合性がとれたものとする必要がある。

( ) (略) ( ) (略)2 2
１８ 帰宅困難者、滞留旅客に対する措置

市町村は、帰宅困難者、滞留旅客の保護等のため、避難所の設置や帰
宅支援等必要な対策を講じるものとする。

市町村以外の計画主体で避難誘導及び保護を実施すべき機関において
は、規制等の結果生じる帰宅困難者、滞留旅客に対する具体的な避難誘
導、保護並びに食料等のあっせん、市町村が実施する活動との連携体制
等の措置を明示するものとする。

１９ 計画主体が自ら管理又は運営する道路、河川その他の施設に関する １７ 計画主体が自ら管理又は運営する道路、河川その他の施設に関する
対策 (略) 対策 （略）

２０ 計画主体が自ら管理する地震防災応急計画の対象となる施設又は事 １８ 計画主体が自ら管理する地震防災応急計画の対象となる施設又は事
業に相当する施設又は事業に関する対策 （略） 業に相当する施設又は事業に関する対策 （略）

２１ 震度や津波の分布等をもとにした各地域の防災体制
( ) 強化地域内の市町村は、詳細な震度や津波の高さの分布をもとに、1

市町村の区域を細分して、市町村内で複数の防災対応を計画すること
ができるものとする。

( ) 上記( )の場合、混乱等が生じ的確に防災対応を行えない可能性も2 1
あることから、強化地域内で複数の防災対応をとる場合は、そのよう
な対応をとる必要性と確実な実施を吟味し、防災計画において明確に
定めるものとする。

第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 第２節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項

１ 東海地震が発生した場合の直接的被害を極力軽減することや地震防災 １ 東海地震が発生した場合の直接的被害を極力軽減することや地震防災
応急対策又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため、建築物・構 応急対策又は災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため、建築物・構
造物等の耐震化を図るとともに、避難地、避難路、緊急輸送ネットワー 造物等の耐震化を図るとともに、避難地、避難路、緊急輸送ネットワー
ク、津波対策施設、消防用施設等地震防災上緊急に整備すべき施設等の ク、消防用施設等地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備の推進が必
整備の推進が必要である。このため、特に地震防災上緊急に整備すべき 要である。このため、特に地震防災上緊急に整備すべき施設等について
施設等については、その必要性及び緊急度に従い、所定の基準等により は、その必要性及び緊急度に従い、所定の基準等により、具体的に明示
、具体的に明示するものとする。 するものとする。

２ これらの施設等の具体的な工事の施工等に当たっては、施設全体が未 ２ これらの施設等の整備に要する期間は２０年以内とし、その具体的な
完成であっても一部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備の順 工事の施工等に当たっては、施設全体が未完成であっても一部の完成に
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序及び方法について考慮するものとする。 より相応の効果が発揮されるよう整備の順序及び方法について考慮する
ものとする。

３ (略) ３ （略）

第３節 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項 第３節 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項

１ （略） １ （略）
２ １の防災訓練は、警戒宣言前の準備体制、警戒宣言に伴う地震防災応 ２ １の防災訓練は、警戒宣言に伴う地震防災応急対策及び発災後の災害

急対策及び発災後の災害応急対策等に係るものについて行うものとする 応急対策等に係るものについて行うものとする。
。 (略) (略)

第４節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 第４節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

１ 各計画主体は、その職員等に対して、その果たすべき役割等に相応し １ 各計画主体は、その職員等に対して、その果たすべき役割等に相応し
た地震防災上の教育を実施するものとし、その実施内容、方法等を明示 た地震防災上の教育を実施するものとし、その実施内容、方法等を明示
するものとする。 するものとする。

この教育の内容には、少なくとも次の事項を含むものとする。 この教育の内容には、少なくとも次の事項を含むものとする。
( ) 警戒宣言の性格及びこれに基づきとられる措置の内容 ( ) 警戒宣言の性格及びこれに基づきとられる措置の内容1 1
( ) 東海地震の予知に関する知識2
( ) 地震予知情報等の内容3
( ) 予想される地震及び津波に関する知識 ( ) 予想される地震及び津波に関する知識4 2
( ) 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的 ( ) 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に具体的5 3

にとるべき行動に関する知識 にとるべき行動に関する知識
( ) 職員等が果たすべき役割 ( ) 職員等が果たすべき役割6 4
( ) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 ( ) 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識7 5
( ) 今後地震対策として取り組む必要のある課題 ( ) 今後地震対策として取り組む必要のある課題8 6

２ 地方公共団体は、東海地震の切迫性や東海地震に係る防災意識の普及 ２ 地方公共団体は、東海地震の切迫性や東海地震に係る防災意識の普及
、啓発に努めるとともに、警戒宣言が発せられた場合等に居住者等が的 、啓発に努めるとともに、警戒宣言が発せられた場合等に居住者等が的
確な判断に基づいて行動ができるよう、教育・広報の実施方法及びその 確な判断に基づいて行動ができるよう、教育・広報の実施方法及びその
内容を明示するものとする。 内容を明示するものとする。

この場合において、地域の自主防災組織の育成及びその活用、各種の この場合において、地域の自主防災組織の育成及びその活用、各種の
商工団体、ＰＴＡ、その他の公共的団体等の協力を得る等各種の手段を 商工団体、ＰＴＡ、その他の公共的団体等の協力を得る等各種の手段を
用い、できるだけ居住者等の立場を考慮した具体的な教育・広報を行う 用い、できるだけ居住者等の立場を考慮した具体的な教育・広報を行う
よう配慮するものとする。 よう配慮するものとする。

この教育・広報の内容には、少なくとも次の事項を含むものとする。 この教育・広報の内容には、少なくとも次の事項を含むものとする。
( ) 警戒宣言の性格及びこれに基づきとられる措置の内容 ( ) 警戒宣言の性格及びこれに基づきとられる措置の内容1 1
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( ) 東海地震の予知に関する知識2
( ) 地震予知情報等の内容3
( ) 予想される地震及び津波に関する知識 ( ) 予想される地震及び津波に関する知識4 2
( ) 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に出火防 ( ) 地震予知情報等が出された場合及び地震が発生した場合に出火防5 3

止、近隣の人々と協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等防災 止、近隣の人々と協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等防災
上とるべき行動に関する知識 上とるべき行動に関する知識

( ) 正確な情報入手の方法 ( ) 正確な情報入手の方法6 4
( ) 防災関係機関が講ずる地震防災応急対策等の内容 ( ) 防災関係機関が講ずる地震防災応急対策等の内容7 5
( ) 各地域における津波危険予想地域、がけ地崩壊危険地域等に関す ( ) 各地域における津波危険予想地域、がけ地崩壊危険地域等に関す8 6

る知識 る知識
( ) 各地域における避難地及び避難路に関する知識 ( ) 各地域における避難地及び避難路に関する知識9 7
( ) 平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定 ( ) 平素住民が実施しうる応急手当、生活必需品の備蓄、家具の固定10 8

、出火防止等の対策の内容 、出火防止等の対策の内容
( ) 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施 ( ) 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施11 9

３ 地方公共団体は、強化地域内外の居住者や企業等が東海地震に対する ３ 地方公共団体は、気象庁が発表する東海地域の地震・地殻活動に関す
防災意識を向上させ、これに対する備えを充実させるために必要な措置 る情報等を通じて、強化地域に係る居住者等が東海地震に対する防災意
を講ずるよう努めるものとする。 識を向上させ、これに対する備えを充実させるために必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。
４ (略) ４ (略)

第３章 地震防災応急計画の基本となるべき事項 第３章 地震防災応急計画の基本となるべき事項

第１節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項 第１節 地震防災応急対策に係る措置に関する事項
第１ 各計画において共通して定める事項 (略) 第１ 各計画において共通して定める事項 (略)
第２ 個別の計画において定めるべき事項 第２ 個別の計画において定めるべき事項
１ 病院、劇場、百貨店、旅館等不特定かつ多数の者が出入する施設関係 １ 病院、劇場、百貨店、旅館等不特定かつ多数の者が出入する施設関係

( ) （略） ( ) （略）1 1
( ) 顧客等の退避又は安全確保のための措置 ( ) 顧客等の退避又は安全確保のための措置2 2

顧客等の退避の誘導方法及び退避誘導実施責任者又は安全確保のた 顧客等の退避の誘導方法及び退避誘導実施責任者又は安全確保のた
めの措置を明示するものとする。 めの措置を明示するものとする。
この場合において、当該施設が第２章第１節の８の( )の避難対象 この場合において、当該施設が第２章第１節の７の( )の避難対象1 1

地区にあるときは、退避後の顧客等に対する避難誘導の方法等につい 地区にあるときは、退避後の顧客等に対する避難誘導の方法等につい
て明示するものとする。 て明示するものとする。

( ) 施設の安全性を踏まえた措置3
病院や百貨店等については、耐震性を有するなど安全性が確保され

ている場合においては、営業を継続することができるものとする。
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( ) 病院関係4
病院においては、患者等の保護等の方法については、個々の施設の

耐震性を十分考慮して具体的にその内容を明示するものとする。
２ （略） ２ （略）
３ 鉄道事業その一般旅客運送に関する事業関係 ３ 鉄道事業その一般旅客運送に関する事業関係
( ) (略) ( ) (略)1 1
( ) 運転等に関する措置 ( ) 運転等に関する措置2 2
① 鉄道事業、軌道事業については第２章第１節の１４の( )に準ずる ① 鉄道事業、軌道事業については第２章第１節の１３の( )に準ずる3 3

。 。
②～④ (略) ②～④ (略)

( ) 運行の停止等の結果生ずる滞留旅客等に対する措置については、第 ( ) 運行の停止等の結果生ずる滞留旅客等に対する措置については、第3 3
２章第１節の１８に準ずる。 ２章第１節の１３の( )に準ずる。4

４ 学校関係 ４ 学校関係
( ) (略) ( ) (略)1 1
( ) 学校が第２章第１節の８の( )の避難対象地区にあるときは、避難 ( ) 学校が第２章第１節の７の( )の避難対象地区にあるときは、避難2 1 2 1

場所、避難ルート、避難誘導方法、避難誘導実施責任者等を具体的に 場所、避難ルート、避難誘導方法、避難誘導実施責任者等を具体的に
明示するものとする。 明示するものとする。

５ 社会福祉施設関係 ５ 社会福祉施設関係
( ) 社会福祉施設においては、情報の伝達や避難等に当たって特に配慮 ( ) 社会福祉施設においては、情報の伝達や避難等に当たって特に配慮1 1

を必要とする者が入所又は利用している場合が多いことから、入所者 を必要とする者が入所又は利用している場合が多いことから、入所者
等の保護及び保護者への引き継ぎの方法については、施設の種類や性 等の保護及び保護者への引き継ぎの方法については、施設の種類や性
格及び個々の施設の耐震性を十分考慮して具体的にその内容を明示す 格を十分考慮して具体的にその内容を明示するものとする。
るものとする。

( ) 社会福祉施設が第２章第１節の８の( )の避難対象地区にあるとき ( ) 社会福祉施設が第２章第１節の７の( )の避難対象地区にあるとき2 1 2 1
は４の( )に準ずる。 は４の( )に準ずる。2 2

６ 放送事業関係 ６ 放送事業関係
第２章第１節１１の( )に準ずる。 第２章第１節１０の( )に準ずる。4 4

７ 水道、電気及びガス事業関係 ７ 水道、電気及びガス事業関係
( ) 水道事業等については、第２章第１節の１１の( )に準ずる。 ( ) 水道事業等については、第２章第１節の１０の( )に準ずる。1 1 1 1
( ) 電気事業については、第２章第１節の１１の( )に準ずる。 ( ) 電気事業については、第２章第１節の１０の( )に準ずる。2 2 2 2
( ) ガス事業については、第２章第１節の１１の( )に準ずる。 ( ) ガス事業については、ガス発生設備、ガスホルダーその他の設備に3 3 3

ついて、３の( )及び( )に準じて所要の事項を明示するとともに、特1 2
に発災時に緊急に供給を停止する等の措置を講ずる必要がある場合に
は、これを実施すべきこと及びその実施体制を明示するものとする。

また、発災時における需要者側のガス栓の閉止等必要な措置につい
ての広報の実施体制を明示するものとする。
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８ その他の施設又は事業関係 ８ その他の施設又は事業関係
( )～( ) (略) ( )～( ) (略)1 3 1 3
( ) 道路については、第２章第１節の１９の( )及び( )に準ずる。 ( ) 道路については、第２章第１節の１ の( )及び( )に準ずる。4 1 5 4 7 1 5
( ) (略) ( ) (略)5 5

第２節 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項 (略) 第２節 大規模な地震に係る防災訓練に関する事項 (略)

第３節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 (略) 第３節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 (略)

第４章 総合的な防災訓練に関する事項 第４章 総合的な防災訓練に関する事項

１ (略) １ (略)
２ 総合防災訓練は、地震予知情報等の情報の通知、伝達、警戒宣言前か ２ 総合防災訓練は、警戒宣言に伴う所要の情報の通知、伝達、地震防災

らの準備行動、地震防災応急対策の実施要員の参集、地震災害警戒本部 応急対策の実施要員の参集、地震災害警戒本部等の設置運営等各種の地
等の設置運営等各種の地震防災応急対策に係るものとし、年１回以上実 震防災応急対策に係るものとし、年１回以上実施するものとする。
施するものとする。 (略) (略)

＜施行期日＞
この計画のうち、警戒宣言前の情報及び当該情報を踏まえた防災対応に

関する事項については、平成１６年１月５日から適用するものとし、それ
までは従前の計画による。但し、この期日より前に実施可能となった事項
については、実施可能となった日から速やかに適用する。


